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１．はじめに

　農業経営基盤強化準備金は，2007（平成19）年に創設された租税特別措置であり，

農業者が，経営所得安定対策等の交付金を農業経営改善計画などに従い，農業経営

基盤強化準備金として積み立てた場合，この積立額を個人は必要経費に，法人は損

金に算入でき，さらに，農業経営改善計画などに従い，受領した交付金を用いて，

農用地，農業用の建物や機械等を取得した場合，積み立てた準備金を取り崩すとと

もに，圧縮記帳できる税制上の特例である。
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　その制度ができた当時，品目別横断的経営安定対策�１（平成19年から平成21年度）

では，担い手の農業経営の安定を図るため，麦，大豆等の畑作物の生産に対する交

付金と，農作物の販売収入の減収分を補填する交付金が実施された。1999（平成11）

年７月に制定された食料・農業・農村基本法において，価格政策から所得政策への

転換という政策方向が示されて以来，担い手の集中化や重点化を図る観点から，品

目別横断的経営安定対策について，対象者の要件，対象品目，支援の仕組みを具体

化したが，それは，一定の要件を満たした担い手を対象に，経営全体に着目して，

農業政策の構造改革を加速化させ，対象となる交付金や補助金を有効に活用して，

規模拡大等に向けた経営発展の取り組みが行えるようにしたものである。つまり，

経営所得安定対策等の導入に伴う経営発展の取り組みの一つが農業経営基盤強化準

備金制度という特例措置なのであるが，問題は，その目的のためにどのような理由

で創設されたかである。

　換言すれば，農業経営発展の取り組みの一つとは言え，それがなぜ租税特別措置

としての準備金制度の形をとらなければならなかったか，その理由を明らかにする

ことが必要であり，創設までに積み重ねられた議論を踏まえた当該準備金制度が創

設された背景ないし経緯を詳らかにしなければならないのであるが，本稿は，その

前提となる予備的考察として，農業経営基盤強化準備金制度の創設当時の仕組みを

明らかにする必要があるという問題意識の下で，2007（平成19）年の創設当初を中

心として，当該準備金制度を利用するための要件と税務処理の仕組みを考察するも

のである。

２．創設当初の農業経営基盤強化準備金制度利用の要件

２．１　対象者

　2007（平成19）年の創設当初の対象者は，青色申告者で次の該当するものである。

� １品目別横断的経営安定対策とは，水田作および畑作について，担い手の経営全体に着目し，市
場で顕在されている諸外国との生産条件格差から生じる不利を補正するための直接支払を行う対
策（「生産条件不利補正対策」）が導入されるとともに，販売収入の変動が経営に及ぼす影響が大
きい場合にその影響を緩和するための対策（「収入減少影響緩和対策」）が実施された。その経営
全体に着目した対策へと移行する「価格対策から所得対策への転換」を具体化するものであった。
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①認定農業者である個人または農業生産法人�２（認定農業生産法人），②特定農業法

人（認定農業者を除く），③特定農業団体・集落営農組織（法人課税の「人格のない

社団」に限る。）である。なお，認定農業者である特定農業法人は，①の認定農業者

として，対象となる。

２．１．１　認定農業者

　認定農業者制度（農業経営基盤強化促進法第12条第１項）は，農業者が市町村の

農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて，自らの創意工

夫に基づき，経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定（複数市町村で農

業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は，営農区域に応じて都道府

県又は国が認定）し，これらの認定を受けた農業者に対して支援措置を講じようと

するものである。担い手が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するため，農

業経営基盤強化促進法（1993年制定）に基づく認定農業者制度を創設された。奥野

（1995）の整理で言えば，明日の地域農業の担い手を育成し，プロの農業経営者を目

指す意欲ある者を育成・支援していくものである�３し，神門（2006）の整理で言えば，

意欲と能力のある農家（ないし農業生産法人）に農業経営改善計画を作成させ，市

町村によって認定を受けた農業者を認定農業者に指定し，認定農業者に農政の重点

的支援をするという制度である�４。

２．１．２　特定農業法人

　特定農業法人の制度は，農業経営基盤強化促進法第23条の農用地利用規程第２の

項�5によって，1993（平成5）年に創設されている。

� ２2016（平成28）年４月１日施行の改正農地法により，「農業生産法人」は「農地所有適格法人」
に呼称が変更となり，要件が緩和された。その改正前は，農事組合法人，株式会社，合名会社，
合資会社又は合同会社が農地を所有（売買）しようとする場合は，農地法第２条第３項の要件に
適合した組織形態であるのが前提で，この農地法の要件に適合した農事組合法人，株式会社，合
名会社，合資会社又は合同会社は，農業生産法人と称した。

� ３奥野（1995），15頁
� ４神門（2006），162頁
� 5農用地利用規程とは，農用地利用改善団体が農用地利用改善事業を行う場合において，実地内
容を定めたものであり，農用地利用規程には，次の事項を定める必要がある。

���（農業経営基盤強化促進法23条２項）
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　特定農業法人とは，農用地の保有および利用の現況および将来の見通し等からみ

て農用地利用改善事業�6が円滑に実施されないと認められるときに，農用地利用改

善団体�７の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定

的な農業経営を育成するという観点から，当該団体の構成員からその所有する農用

地について利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けて農業経営を営む法人で，

特定農用地利用規程�8に定められた法人のことである。敷衍すると，担い手不足が

見込まれる地域において，その地域の農地の過半を集積する相手方として，一定の

地縁的なまとまりを持つ地域の農地権利者の合意を得た法人であって，農地権利者

から農地を引き受けるよう依頼があったときは，自己の経営判断とは別に応じる義

務を負うという特別な性格を有する農業生産法人である。

���①農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための措置に関する基本的な事項
���②農用地利用改善事業の実施区域
���③作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項
���④認定農業者とその他の構成員との役割分担その他農作業の効率化に関する事項
���⑤認定農業者に対する農用地の利用の集積の目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項
���⑥その他必要な事項
� 6農用地利用改善事業促進事業は，利用改善団体による農用地利用規程の作成をし，市町村の認定
し，事業の促進を図る。農業委員会，農業協同組合，農地中間管理機構による助言として，①農
業協同組合の正組合員資格の継続，②農用地利用改善事業実施団体の法人化の方法として農事組
合法人制度の活用，③農事組合法人の場合には，土地改良事業主体となるといった助言が施され
る。

� ７農用地利用改善団体とは，特定農業法人・特定農業団体は，農用地利用改善団体が農用地利用
改善事業を円滑に実施できないと認めるときに，地区内の農用地の相当部分（特定農業法人は過
半，特定農業団体は３分の２）について，農用地利用改善団体の構成員から，農地の利用集積（特
定農業団体は作業委託のみ）を受ける組織である。

� 8特定農用地利用規程とは，農用地利用規程内に農用地利用改善事業の実施区域での農用地集積
先として農業生産法人等を定めたものである。農用地利用改善団体は，当団体が行う農用地利用
改善事業の準則となる特定農用地利用規程を作成することとなり，特定農用地利用規程には，農
用地利用規程内に以下の事項を加える必要がある。

���（農業経営基盤強化促進法23条5項）。
���①特定農業法人又は特定農業団体の名称及び住所
���②特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用の集積の目標
���③�特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用権の設定等及び農作業の委託に関する事

項
����特定農用地利用規程の有効期限は5年（農業経営基盤強化促進法令第6条）であり，特定農業法
人の同意を得た場合には，市町村の承認を得て，5年以内の延長が可能となる。
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　この制度は，農業経営基盤強化促進法によって，育成すべき経営体を明確化する

とともに，この者に農業経営基盤の強化を推進するための措置を講じることで，当

該法人に農地利用を集積するための取り組みであり，支援措置を講じることにより，

将来的な担い手として当該法人を自立させることを意図している。

２．１．３　特定農業団体・集落営農組織（法人課税の「人格のない社団」に限る）

　特定農業団体とは，農用地利用改善団体の構成員からその構成員が所有する農用

地について農作業の委託を受けて，農用地の利用の集積を行う団体（農業経営を営

む法人を除き，農業経営を営む法人となることが確実に見込まれること，その他の

要件に該当するものに限る）で，特定農用地利用規程に定められた団体である。農

業経営基盤強化準備金は，制度上は，法人だけではなく，人格のない社団も対象となっ

ている。ただし，人格のない社団が農業のみを行っている場合には，農業は法人税

法上の収益事業に該当しないため，法人税が課税されない。一方，農業所得だけで

なく，農作業受託による所得がある場合には請負業としての所得に法人税が課税さ

れるので，農業経営基盤強化準備金を損金算入する意味があり，農業と農業以外の

事業を区分経理しなければならない�9。

　これと同様な意味で集落営農組織も同様の農業経営基盤強化準備金の対象となる。

「経営主体としての実体を有する集落営農組織」とは，基本的には特定農業団体（農

業経営基盤強化法第23条第４項）を備えた組織のことをいい，具体的には，�①農作

業を受託する組織であることと②規約が作成されていること，③一元的な経理を行っ

ていること，④中心となるものの目標農業所得額が定められ，かつその額が法人化

後に一定水準以上の額を満たす計画であることおよび⑤農業生産法人化計画を有す

ることの5つの要件を満たしている組織のことであり，それぞれ説明すると，次の

とおりである�10。

　①農作業を受託する組織であること

　　�5年後に，集落営農組織が地域の農地の相当部分（３分の２以上）を受託する

ことを目標とする（農業経営基盤強化法第23条第6項第１号，平成15年9月16

� 9森（2009），54頁
� 10農林水産省，「集落営農・特定農業団体に関するQ＆A（第２版）」，Q３より
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日付け15経営第3057号経営局長通知第２の１の（２））。

　②規約が作成されていること

　　�［１］�代表者，［２］�構成員の加入及び脱退，［３］�総会の議決事項・方法，

［４］�農用地や農業用機械等の利用及び管理等に関する事項等を定めた組織の規

約を作成する（農業経営基盤強化法第23条第４項，農業経営基盤強化法施行令

第5条第１号，平成15年9月16日付け15経営第3056号農林水産事務次官依命通

知第２の２の（２））。

　③一元的な経理を行っていること

　　�　構成員全員で費用を共同負担（資材の一括購入等）するとともに，利益を配

分（組織名で出荷・販売し，労賃等を配分）するなど，集落の経理を一括して

行う（農業経営基盤強化法施行規則第20条の３第２号，第３号）。

　④�中心となる者の目標農業所得額が定められ，かつその額が法人化後に一定水準

以上の額を満たす計画であること

　　�　組織の運営の中心となる者（主たる従事者）が目標とする農業所得額が定め

られており，かつ，その額が，市町村の基本構想において定められた目標農業

所得額と同等以上の水準であることが必要である。

　　これについては，

　　　［１］��農業生産法人化計画の策定時点では，主たる従事者となる候補者が存在

することで足りる。また，

　　　［２］��農業所得額の水準については，将来的に目指す経営規模等で判断するこ

とが可能である。

　　�（農業経営基盤強化法施行規則第20条の２第３号，平成15年9月21日付け15経営

第3057号経営局長通知第２の１の（１）イ）。

　⑤農業生産法人化計画を有すること

　　�　これは，将来法人化する計画のことで，具体的には，農業生産法人となる予

定時期，そのために行う先進事例の調査や研修会の開催，設立準備会や発起人

会の設立などの計画である。（農業経営基盤強化法施行規則第20条の２第１号，

第２号，平成15年9月16日付け15経営第3056号農林水産事務次官依命通知第２

の２の（３），平成15年9月16日付け15経営第3057号経営局長通知第２の１の（１）

ア）。
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　以上が，2007（平成19）年の農業経営基盤強化準備金の創設当初の対象者である。

２．２　対象となる交付金

　2007（平成19）年の創設当初は，�農業経営基盤強化準備金制度の対象となる交付

金等は，農業の担い手に対する経営安定のために交付金の交付に関する法律第３条

第１項または第４条第１項に規定する交付金およびこれを類するものとして農業経

営基盤強化促進法施行規則第25条の２第３号から第７号までに掲げる交付金または

補助金とされていた（措法61の２①，措規21の18の２①）。　　　　

　具体的には，以下の交付金または補助金である。

　①生産条件不利補正交付金

　②収入減少影響緩和交付金

　③担い手経営革新促進交付金

　④水田農業構造改革補助金

　⑤水田農業構造改革交付金

　⑥耕畜連携水田活用対策事業補助金（取組面積助成事業を含む）

　⑦営農活動支援交付金

　①の生産条件不利補正交付金は，水田作および畑作について，担い手の経営全体

に着目し，市場で顕在されている諸外国との生産条件格差から生じる不利を補正す

るための直接支払を行う対策で交付される交付金である。通称，ゲタ対策と呼ばれ

るものである。

　②の収入減少影響緩和交付金は，販売収入の変動が経営に及ぼす影響が大きい場

合にその影響を緩和するための対策で交付される交付金である。通称，ナラシ対策

と呼ばれるものである。

　③の担い手経営革新促進交付金とは，農業の担い手に対する経営安定のための交

付金の交付に関する法律に基づき，一定の規模要件を満たす担い手に対象を限定し

た水田・畑作経営所得安定対策の一環として実施されている交付金である。

　④の水田農業構造改革補助金とは，水田農業の高収益化を図るために , 国のみなら

ず地方公共団体等の関係部局が連携して，水田における高収益作物や子実用とうも
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ろこしの導入・定着を推進するための補助金制度である。

　⑤の水田農業構造改革交付金とは，日本の農林水産省が実施する支援策の一つで，

水田を最大限に有効活用することを目的とした交付金である。

　⑥の耕畜連携水田活用対策事業補助金とは，農林水産省が実施する，飼料作物の

生産において，耕種農家が生産した飼料を畜産農家が利用する「耕畜連携」を進め

るための補助金制度である。

　⑦の営農活動支援交付金とは，農地や農業用水の保全，農業生産の効率化，環境

保全型農業の推進など，農業に関する多様な取り組みを支援するための交付金であ

る。

　この７つが挙げられるが，①は価格補填であり，②は経営安定補填であるし，

③から⑦は作付助成である。さらに言えば，水田・畑作経営所得安定対策（①品目

別横断的経営安定対策）は，①，②，③であるし，米政策改革推進対策（産地づく

り交付金等）は，④，⑤，⑥であるし，農地・水・環境保全向上対策（営農活動支援）

は，⑦である。

２．３　対象となる資産

　2007（平成19）年の創設当初は，担い手の対象者が農業経営改善計画等に従い，

計画に記載された農用地や農業用機械や施設等に限られていた。その後も改正はあ

るが，大枠としては変わっていない。分類すれば，農用地と農業用の機械・施設等

の２つに分けられる。前者は，農地，採草放牧地などが挙げられ，後者は，機械お

よび装置，器具および備品，建物およびその付属設備（農業振興地域の整備に関す

る法律の農業用施設用地に建設または設置されるもの），構築物，ソフトウェアが挙

げられる�11。

　まず，前者の農用地であるが，農業経営基盤強化促進法の第四条において，定義

づけられている。

　①�農地（耕作（農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）第四十三条第一項の

規定により耕作に該当するものをみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。）

� 11現在であるが，令和5年度税制改正において，農業用の機械・施設等のうち取得原価が30万円未
満の資産は対象から除外され，令和5年４月以後に取得するものから適用される。また，トラック，
フォークリフトなどの車両運搬具に該当するものや中古品は該当しないこととなっている。



農業経営基盤強化準備金制度に関する予備的考察 35

の目的に供される土地という。以下同じ。）又は農地以外の土地で主として耕作

若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地（以

下「農用地」と総称する。）

　②�木竹の生育に供され，併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧

の目的に供される土地

　③農業用施設の用に供される土地（第一号に掲げる土地を除く。）

　④�開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地が

挙げられる。

　次に，後者の特定農業用機械等であるが，農業用の機械装置，器具備品，建物，

建物付属設備，構築物，ソフトウェアである。ただし，建物及び建物付属設備につ

いては，農業振興地域制度による農用地利用計画において農用地，いわゆる「農振

青地」の区域内にある「農業用施設用地」として用途が指定された土地に建設され

る農業の用に供される農業用施設を構成する建物で，次に掲げるものに限定される。

　①�畜舎，蚕室，温室，農産物集出荷施設，農産物調製施設，農産物貯蓄施設その

他これらに類する農畜産物の生産，集荷，調製，貯蔵又は出荷の用に供される

施設

　②�堆肥舎，種苗貯蔵施設，農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の

貯蔵又は保管（農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。）の用

に供する施設

　なお，機械装置，器具備品，構築物，ソフトウェアについては農業用のものであ

れば良く，それ以外の法律による制限はない。これまで特定農業用機械等は，「農業

用の機械その他の減価償却資産」とされ，減価償却資産の耐用年数等に関する省令

旧別表７「農林業用減価償却資産の耐用年数表」に掲げるものが対象となった�12。

　以上，農業経営基盤強化準備金における対象資産である。

� 122015（平成27）年税制改正により，建物，建物付属設備，ソフトウェアが対象資産に追加される
こととなった。建物や建物付属設備，生物は別表第７に掲げられていない。
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２．４　農業経営改善計画

　農業経営基盤強化準備金の特例の適用を受けるためには，それぞれの計画に取得

予定の農業用固定資産が記載されていなければいけない。農用地であれば，農業経

営規模の拡大の目標「経営耕地」や「所有地」であり，農業用機械であれば，生産

方式の合理化に関する目標「機械や施設」目標である。

　農業経営改善計画において，市町村等は，次に掲げる場合に，経営改善計画の認

定を行うものである�13。①その計画が関係市町村の基本構想に照らして適切であるこ

と，②その計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものである

こと，③その他農林水産省令で定める基準に適合するものであることとし，本法では，

農業経営改善計画は，農業経営基盤強化促進法の第十二条から第十四条の三に規定

している。

　２．１．１で取り上げた認定農業者に対し，自己の経営の現状と課題を明らかにし，

新たな目標を立てることから始め，今後の経営発展のプロセスを，農業経営改善計

画という形で具現化することにある。この農業経営改善計画の認定を受けるには，

この計画に関し，次の事項を内容とし，おおむね5年後を見通した計画を作成する

ことになる。

　この制度のねらいとしては，農業における担い手不足が深刻化する中，農業の健

全な発展と活力ある農村の形成を図るためには，農業を職業として選択し得る魅力

とやり甲斐のあるものとし，効率的かつ安定的な農業経営が，農業生産の相当部分

を担う農業構造の確立を図ることが必要である。農業経営改善計画の認定制度，す

なわち，認定農業者制度によって，こうした課題解決の中核的施策として位置付け

られている�14。

　農業経営基盤強化準備金制度の適用を受けるには，青色申告者であって，①準備

金の積立時においては，農業経営改善計画等に記載された農業用固定資産の取得に

充てるために積み立てる金額，②農業用固定資産の取得時においては，受領した交

付金等のうち，農業用固定資産の取得に充てた金額および農業経営改善計画等に従っ

て，農業用固定資産を取得したことについて証明された農林水産大臣の証明書を添

� 13農業経営基盤強化促進法の基本要綱（第5の４）
� 14全国農業委員会ネットワーク機構・一般社団法人全国農業会議所（2020），43頁
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付する�15ことになるが，税制特例を受けるために計画をどう策定するかが重要となる。

３．農業経営基盤強化準備金の税務処理

　農業経営基盤強化準備金制度では，経営所得安定対策などにかかる交付金などに

ついて，この交付金などを経営発展のための農業経営基盤強化準備金として積み立

てた場合，その積立て分について必要経費（損金）に算入することができる�16。また，

積み立てた準備金を取り崩して，農業用固定資産を取得した場合，圧縮記帳（圧縮

額を損金に算入）することができる（措法61の２，措法24の２）。つまり，農業経営

基盤強化準備金制度の税務処理の仕組みは，①受領した交付金の農業経営基盤強化

準備金としての積立てと②当該交付金を利用して，建物や機械等を取得した場合の

取崩しと圧縮記帳の２つに分けることができる。

３．１　積立て

　まず，農業経営基盤強化準備金の積立てから検討すると，この農業経営基盤準備

金の積立限度額は，次のうち，いずれか少ない金額となる。

　①「農業経営基盤強化準備金に関する証明書」の金額

　②その事業年度（年）の所得（事業所得）金額

　この場合，会計の方法としては，引当金経理方式（損金経理�17）または積立金経理

方式（剰余金処分経理）の二つがある。

　前者は，「農業経営基盤強化準備金繰入額（特別損失）」を借方とし，「農業経営基

盤強化準備金（負債）」を貸方に計上した処理となる。後者は，「繰越利益剰余金（純

資産）」を借方とし，「農業経営基盤強化準備金（純資産（任意積立金））」を貸方に

計上した処理になる。

　ちなみに，四方（2012）によれば，広島県の集落法人（広島県では，集落営農法

� 15森（2009），131-132頁
� 16森（2022），96-97頁
� 17個人事業者の場合は，農業経営基盤強化準備金の積立ては，引当金経理方式となる。
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人のことを集落法人という）の決算書において，農業経営基盤強化準備金はすべて

固定負債に計上されているという調査結果�18と示し，これは本来，純資産の部の利益

剰余金に入れるべきだと指摘し，利益額や自己資本額が変動し，経営分析結果も異

なるからであるということも述べている。

　農業経営基盤強化準備金の積立限度額を前で述べたが，この準備金は，その事業

年度（年）の所得（事業所得）金額を積み立てることができる限度額とされている

結果，積立て後，その課税所得が０円になることはあっても，課税所得がマイナス

まで積立てができないこととなる。

３．２　取崩しと圧縮記帳

　次に，農業経営基盤強化準備金における取崩しについてであるが，その準備金を

積み立てている個人・法人が次の取崩し事由に該当する場合には，次の金額を総収

入金額（個人）・益金（法人）算入する。

　①�積立てをした年・事業年度の翌期首から5年を経過した場合−5年を経過した

金額

　②認定農業者等に該当しないこととなった場合−全額

　③�事業の全部を譲渡・廃止した場合（個人）・被合併法人となる合併（適格合併を

除く。）が行われ又は解散した場合（法人）−全額

　④任意に農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合−取り崩した金額

　その結果，農業経営改善計画等に記載された農用地等を取得して5年を経過した

場合�19には，農業経営基盤強化準備金がその準備金を取り崩して益金算入されるため，

圧縮記帳しないと法人税が課税されることとなる。なお，農業経営改善計画等に記

載のない農用地，農業用の機械装置・建物・建物付属設備・構築物を取得した場合は，

� 18筆者も同じ広島県の集落営農法人の決算書を10法人程度見た経験では，農業経営基盤強化準備金
は，すべて固定負債に計上されている。

� 19森（2021），87-88頁，なお，�①農業経営改善計画等に定めるところにより農用地等の取得等をした
場合−取得価額相当額，②農業経営改善計画等に記載のない農用地・農業用の機械装置・建物等・
構築物の取得等をした金額−取得価額相当額の二つが，2018（平成30）年に追加されているが，
今回は創設当初を述べているので，割愛した。
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圧縮記帳はできないため，農業経営基盤強化準備金は益金算入されて課税されるこ

ととなる。

　ここで取崩しとして圧縮記帳についてももう少し説明を加えることとする。資産

のうち圧縮記帳で減額した部分は，減価償却の対象とならないため，毎年度の減価

償却が圧縮記帳を行った分だけ減額されることから，圧縮記帳は税金の免除ではな

く，減価償却費を通じた課税の繰延べである�20。農業経営基盤強化準備金の取崩額お

よびその事業年度で受領した金額の交付金（準備金として積み立てなかった金額）

をもって，農業用固定資産が圧縮することができる。国庫補助金の圧縮記帳制度と

農業経営基盤強化準備金を併用して，同一事業年度において，２つ以上の資産のみ

ならず，１つの資産であっても圧縮記帳することができる。

　圧縮記帳の対象資産としては，①農用地，②特定農業用機械等であり，その資産

の取得時期において，農用地等を取得した場合の課税の特例では，農業経営基盤強

化準備金を取り崩した場合だけではなく，受領した交付金等を農業経営基盤強化準

備金として積み立てずに受領した事業年度に用いて農用地または農業用減価償却資

産を圧縮記帳することができる�21。

　その圧縮限度額は，次のいずれか少ない金額となる（措法61の３①）。

　

　①�「農業経営基盤強化準備金の取崩額」と「農業経営基盤強化準備金に関する証

明書」の金額の合計額

　②その事業年度（年）の所得（事業所得）の金額

　③圧縮対象金額の取得価額

　この中の一番少ない方の金額で圧縮記帳ができることになる。そして，補助金で

取得した農業用機械は，農業経営基盤強化準備金による圧縮記帳の対象が可能とな

る。もう少し言えば，補助金で取得した農業用機械は，その補助金で圧縮記帳がで

きる。そして，その補助金の残りの金額の自己資金部分しか準備金制度による圧縮

記帳ができないという意味である。

　以上，農業経営基盤強化準備金の積立て並び取崩しを整理したが，取崩しと積立

� 20全国農業委員会ネットワーク機構・一般社団法人全国農業会議所（2021），302-303頁
� 21森（2022），124-126頁
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ては別々であるため，同時に行うことも可能であるし，農業経営基盤準備金という

制度によって，課税の繰延べができるように租税特別措置を認めているということ

である。もう少し言えば，負担しなければいけない税金を繰延べることによって，

課税を先延ばしにし，自己資金を設備投資に充てることができ，経営の発展を加速

化することも可能であると言える。

　以上の取扱いを前提に，農業経営基盤強化準備金制度に関する経理処理を示せば

次のとおりである。

　①交付金を受領した時

　　現金・預金　××　交付金等収入（収入）　××

　②準備金を積み立てた時

　　�農業経営基盤強化準備金繰入額（必要経費）　××　農業経営基盤強化準備金　××

　③準備金を取り崩した時

　　農業経営基盤強化準備金　××　農業経営基盤強化準備金繰戻額（収入）　××

　④固定資産を取得した時

　　固定資産　××　現金・預金　××

　　固定資産圧縮損（必要経費）　××　固定資産　××

３．３　農業経営基盤強化準備金の効果

　前節で述べたように，農業経営基盤強化準備金制度は，農業経営の基盤強化と固

定資産への投資促進を税制で支援するといったもので，農業経営基盤強化準備金の

積み立て時に一定金額の損金算入を認め，かつ，その取崩時にも一定金額の圧縮記

帳を認めることによって，課税の繰延べをという恩典を享受できるようにした租税

特別措置である。

　以下では，数値例を用いて，具体的な課税の繰延効果を検討することにしよう。

　ここでは，農業経営基盤強化準備金の効果として，広島県が示したモデル試算例

を取り上げることとする。

　事例は，各事業年度の農業収入を30,000千円，必要経費として農業経営費24,000千

円と農業経営基盤強化準備金2,700千円を計上した場合（法人税の実効税率を26％と

仮定）としたものである。
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（１）積立て時の効果� （単位：千円）
特例の適用あり 特例の適用なし

農業収入 30,000 30,000
必要経費 26,700 24,000
　うち農業経営費等 24,000 �24,000
　うち農業経営基盤強化準備金 2,700 0
課税所得 3,300 6,000
税額　26% ①　858 ②　1,560
注：�準備金を積立てた場合と積立てなかった場合では，１年間に納税額で702千円
（②−①）の差が出ます。

（２）取得時の効果� （単位：千円）
固定資産を取得した場合

取得固定資産 10,800
準備金取崩額（益金） �2,700
固定資産の圧縮記帳（損金） �2,700
固定資産の簿価 8,100
準備金取崩額への課税額　26% 0

　まず，（１）積立て時の効果であるが，農業経営基盤強化準備金の特例を使うと，2,700

千円が損金算入されることとなる。その結果，課税所得が適用ありの場合だと，3,300

千円となる。もし特例の適用がない場合は，6,000千円となり，そのまま課税所得と

なる。モデル試算例では税額を26パーセントと仮定しているが，それによると702千

円の差が出ることとなる。

��次に，（２）取得時の効果であるが，会計処理例で示したように，固定資産の圧縮

記帳により損金経理することができる。すなわち，取得した農業用機械を圧縮記帳

し，取得に充てた準備金と交付金の額の範囲内で必要経費（損金）に算入すること

で，準備金取崩益と交付金等受領額と相殺することとなり，課税は生じない。つまり，

課税が繰延べされることとなる。

　さらに，前節で取り上げた圧縮記帳をすれば，直接減額方式（損金経理）であれば，

固定資産圧縮損として，備忘価格の１円まで圧縮記帳できるし，剰余金経理方式（剰

余金処分経理）であれば，税務調整により，当期利益に，農業経営基盤強化準備金

の取り崩し額の課税所得への加算と，圧縮積立金の圧縮額による課税所得への減算

で，同額の差し引き調整をするので，課税関係は０円となる。このように，効果が

見込まれる上，仮に農地のような非減価償却資産を取得した場合には，資産を売却
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しない限り，半永久的に課税の繰延べがなされる�22。

４．おわりに

　以上，2007（平成19）年の農業経営基盤強化準備金制度の創設当初を中心に検討

を加えたが，ここで明らかになった点をまとめると次のとおりである。

　まず，制度の背景として，限定した担い手を対象に，経営全体に着目して，農業

政策の構造改革を加速化させ，対象となる交付金や補助金を有効に活用して，規模

拡大等に向けた経営発展の取り組みが行えるようにした農業政策を実現させるため

に，租税特別措置である農業経営基盤強化準備金制度の創設の目的があったことは

推察される。

　また，農業経営基盤強化準備金の性格として，①農地の取得や農業機械の導入な

ど大きな投資が必要な場合，交付金を最大5年積み立てておき，それを取り崩すこ

とで購入費に充てる事ができること，②農業経営基盤強化準備金を利用して購入し

た資産は，圧縮記帳することで，帳簿価額を一定額まで課税所得から減額すること

もできることが挙げられるが，制度を利用して，投資をして，経営発展へ向かう道

筋を税制が支援してくれていることが分かる。

　しかしながら，課税の繰延べの効果が見込まれるとは言え，課税所得があってこ

そ繰延べられるわけであるので，赤字事業ではそのメリットを享受することができ

ない点は看過できない。そのため，5年という期間の猶予が何を意味するかという

点を考えると，やはりそのメリットをできるだけ享受できるような仕組みを準備す

る必要性があったのではないかと考えることができよう。
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